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健康影響に関する表示を義務付けしている法令の例 

 

＜たばこ事業法＞（昭和 59 年法律第 68 号） 

○ たばこ事業法 

（注意表示） 

第三十九条 会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に

供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当

該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すた

めの財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならな

い。ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合その他財務省令

で定める場合は、この限りでない。 

（２ 略） 

 

○ 同法施行規則（昭和 60 年大蔵省令第５号） 

第三十六条 （第１項 略） 

２ 法第三十九条第一項に規定する財務省令で定める文言は、別表第一、別表第二及び別

表第三に掲げる文言並びに次条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示す

る文言とする。  

３ 会社又は特定販売業者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ一以上を、

次の各号に掲げる容器包装（紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は

包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。）ごとに、表

示しなければならない。  

（一から三 略） 

別表第一 （第三十六条関係）  

「喫煙は、あなたにとって

肺がんの原因の一つとなり

ます。疫学的な推計による

と、喫煙者は肺がんにより

死亡する危険性が非喫煙者

に比べて約２倍から４倍高

くなります。（詳細につい

ては、厚生労働省のホー

ム・ページｗｗｗ．ｍｈｌ

ｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉ

ｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ／ｍ

ａｉｎ．ｈｔｍｌをご参照

ください。）」 

「喫煙は、あなたにとって

心筋梗塞の危険性を高めま

す。疫学的な推計によると、

喫煙者は心筋梗塞により死

亡する危険性が非喫煙者に

比べて約１．７倍高くなり

ます。（詳細については、

厚生労働省のホーム・ペー

ジｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．

ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／ｔｏ

ｂａｃｃｏ／ｍａｉｎ．ｈ

ｔｍｌをご参照くださ

い。）」 

「喫煙は、あなたにとって

脳卒中の危険性を高めま

す。疫学的な推計によると、

喫煙者は脳卒中により死亡

する危険性が非喫煙者に比

べて約１．７倍高くなりま

す。（詳細については、厚

生労働省のホーム・ページ

ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．

ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／ｔｏ

ｂａｃｃｏ／ｍａｉｎ．ｈ

ｔｍｌをご参照くださ

い。）」 

「喫煙は、あなたにとって

肺気腫を悪化させる危険性

を高めます。（詳細につい

ては、厚生労働省のホー

ム・ページｗｗｗ．ｍｈｌ

ｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉ

ｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ／ｍ

ａｉｎ．ｈｔｍｌをご参照

ください。）」 
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別表第二 （第三十六条関係）  

「妊娠中の喫煙は、胎児の

発育障害や早産の原因の一

つとなります。疫学的な推

計によると、たばこを吸う

妊婦は、吸わない妊婦に比

べ、低出生体重の危険性が

約２倍、早産の危険性が約

３倍高くなります。（詳細

については、厚生労働省の

ホーム・ページｗｗｗ．ｍ

ｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏ

ｐｉｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ

／ｍａｉｎ．ｈｔｍｌをご

参照ください。）」 

「たばこの煙は、あなたの

周りの人、特に乳幼児、子

供、お年寄りなどの健康に

悪影響を及ぼします。喫煙

の際には、周りの人の迷惑

にならないように注意しま

しょう。」 

「人により程度は異なりま

すが、ニコチンにより喫煙

への依存が生じます。」 

「未成年者の喫煙は、健康

に対する悪影響やたばこへ

の依存をより強めます。周

りの人から勧められても決

して吸ってはいけません。」

 

 

 


